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規
　
　
　
則
（
第
五
十
五
号
）

○
福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…
…
…
…
…

三

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 
（
教
育
庁
企
画
調
整
課
）…

…
…
…
…

十

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 
（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

十

　
福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

第
二
条
中
「
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十

九
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
三
十
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
二
第
一
項
」
に
改
め
る

。
　

第
四
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
の
三
十
八
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
三
第
二
項
」
に
改
め
る

。
　

第
六
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

　

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
十
条
の
四
十
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
五
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
号
中
「第

30条
の
37第
１
項

」
を
「第

30条
の
32第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
「　

　
　
　
　
　

」
を
「　

　
　
　
　
　及
び
個
人
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「第

30条
の
37第
２
項

」
を
「第

30条
の
32第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「第

30条
の
38第
２
項

」
を
「第

30条
の
33第
２
項

」
に
、
「第

30条
の
38第
１
項

」
を
「第

30条
の
33第
１
項

」
に
改
め
る
。　

　

様
式
第
五
号
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
中

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
改

」　

　

め
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
号
中
「第

30条
の
37第
１
項

」
を
「第

30条
の
32第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
「　

　
　
　
　
　

」
を
「　

　
　
　
　
　及
び
個
人
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「第

30条
の
37第
２
項

」
を
「第

30条
の
32第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「第

30条
の
38第
２
項

」
を
「第

30条
の
33第
２
項

」
に
、
「第

30条
の
38第
１
項

」
を
「第

30条
の
33第
１
項

」
に
改
め
る
。　

　

様
式
第
五
号
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
中

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
改

」　

　

め
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
民
票
コ
ー
ド

住
民
票
コ
ー
ド

福
岡
県
立
香
住
丘
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
三
二
〇
）
、
英
語
（
四
〇
）

38

福
岡
県
立
香
住
丘
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
三
六
〇
）
、
英
語
（
四
〇
）

38

福
岡
県
立
柏
陵
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
三
二
〇
）

44

福
岡
県
立
柏
陵
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
三
六
〇
）

44

福
岡
県
立
福
岡
中
央
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
三
六
〇
）

45

福
岡
県
立
福
岡
中
央
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
四
〇
〇
）

45

福
岡
県
立
修
猷
館
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
四
〇
〇
）

47

福
岡
県
立
修
猷
館
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
四
四
〇
）

47

住
民
票
コ
ー
ド

氏
名

住
民
票
コ
ー
ド

個
人
番
号

氏
名

住
民
票
コ
ー
ド

性
別

住
民
票
コ
ー
ド

個
人
番
号

性
別

をにをにをに

生
年
月
日

年
 月
　
日
性
別

住
民
票
コ
ー
ド

生
年
月
日

年
 月
　
日
性
別

住
民
票
コ
ー
ド

個
人
番
号

教
育
委
員
会
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様
式
第
二
号
中
「第

30条
の
37第
１
項

」
を
「第

30条
の
32第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
「　

　
　
　
　
　

」
を
「　

　
　
　
　
　及
び
個
人
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「第

30条
の
37第
２
項

」
を
「第

30条
の
32第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「第

30条
の
38第
２
項

」
を
「第

30条
の
33第
２
項

」
に
、
「第

30条
の
38第
１
項

」
を
「第

30条
の
33第
１
項

」
に
改
め
る
。　

　

様
式
第
五
号
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
中

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
改

」　

　

め
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
県
立
あ
り
あ
け
新
世
高
等
学
校

全
日
制

総
合
学
科
（
二
〇
〇
）

73

定
時
制

普
通
（
四
〇
）

福
岡
県
立
田
川
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
二
四
〇
）

83

福
岡
県
立
田
川
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
二
〇
〇
）

83

福
岡
県
立
直
方
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
二
四
〇
）

92

福
岡
県
立
直
方
高
等
学
校

全
日
制

普
通
（
二
〇
〇
）

92

福
岡
県
立
鞍
手
竜
徳
高
等
学
校

全
日
制

総
合
学
科
（
二
〇
〇
）

94

福
岡
県
立
鞍
手
竜
徳
高
等
学
校

全
日
制

総
合
学
科
（
一
六
〇
）

94

福
岡
県
立
あ
り
あ
け
新
世
高
等
学
校

全
日
制

総
合
学
科
（
一
六
〇
）

定
時
制

普
通
（
四
〇
）

73
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様
式
第
二
号
中
「第

30条
の
37第
１
項

」
を
「第

30条
の
32第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
「　

　
　
　
　
　

」
を
「　

　
　
　
　
　及
び
個
人
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「第

30条
の
37第
２
項

」
を
「第

30条
の
32第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「第

30条
の
38第
２
項

」
を
「第

30条
の
33第
２
項

」
に
、
「第

30条
の
38第
１
項

」
を
「第

30条
の
33第
１
項

」
に
改
め
る
。　

　

様
式
第
五
号
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
、
同
様
式
中

「

」

「

」

改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「第

30条
の
40

」
を
「第

30条
の
35

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
中

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
、

」　

「 

を　
」　

「 

に
改

」　

　

め
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
福
岡
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成 27 年 10 月 2 日　金曜日 第３７３２号福 岡 県 公 報 増刊①７



平成 27 年 10 月 2 日　金曜日 第３７３２号 増刊①福 岡 県 公 報 ８
　

（
福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

福
岡
県
立
中
等
教
育
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成 27 年 10 月 2 日　金曜日 第３７３２号福 岡 県 公 報 増刊①９



平成 27 年 10 月 2 日　金曜日 第３７３２号 増刊①福 岡 県 公 報 10

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　

福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中

「

を
」

「 
に

」

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
十
号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
ス
ポ
ー
ツ
事
務
関
係
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

北　

九　

州

（
体
育
コ
ー
ス
）

北
九
州
地
区

玄　
　
　

界

（
国
際
文
化
コ
ー
ス
）

県
内
全
域

北　

九　

州

（
体
育
コ
ー
ス
）

北
九
州
地
区

玄　
　
　

界

（
国
際
文
化
コ
ー
ス
）

県
内
全
域

小　

倉　

南

（
英
語
コ
ー
ス
）

北
九
州
地
区

太　

宰　

府

福
岡
地
区

再
　
　
　
掲

北
九
州
市

交
流
第
一
課

Ｇ
７
北
九
州
エ
ネ
ル
ギ

ー
大
臣
会
合
関
係
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

国
際
交
流

事
務
関
係


